
受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される
除去土壌等を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分
別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された除去土壌を放射能
濃度やその他の特性に応じて安全に貯蔵します。また、廃棄物関連施設として、仮設焼
却施設、仮設灰処理施設、廃棄物貯蔵施設を整備しています。仮設焼却施設では、除染
廃棄物、災害廃棄物、草木などの可燃物を焼却し、減容化します。発生した焼却灰等は、
さらに減容化をするため、仮設灰処理施設で溶融処理します。仮設灰処理施設で発生し
た灰は、鋼製の角形容器に封入して、鉄筋コンクリート造等の廃棄物貯蔵施設に貯蔵し
ます。
これらの施設の整備については、まず2016年11月から受入・分別施設と土壌貯蔵施

設の整備を始めました。その後2017年６月に除去土壌の分別処理を開始し、2017年
10月には整備を完了した土壌貯蔵施設で、分別した土壌の貯蔵を開始しました。また、
2020年３月には中間貯蔵施設における除去土壌と廃棄物の処理・貯蔵の全工程で施設
の運転を開始しました。
なお、これらの施設においては、放射性物質の飛散・流出防止の安全対策を実施し

ています。受入・分別施設では、屋根・壁・二重扉と負圧管理により外部への飛散を防
止しています。また床を液体が浸透しにくい構造にして、汚水等が地下水に浸透するこ
とを防ぎます。土壌貯蔵施設では、散水、覆土による飛散防止、遮水工による地下水へ
の浸透防止を行っています。施設で発生する浸出水等については、浸出水処理施設にお
いて適切に処理をして、水質管理を行ったのち、排水しています。
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